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利
用
者

就労系障害福祉サー
ビス（Ｂ型事業等）
の利用希望者が市町
村窓口で相談。

利用者が市町村にア
セスメントのための暫
定支給決定に係る
サービス等利用計画
案を提出。

利用者はＢ型事業
の利用について市
町村窓口に申請。

利用者は市町村にＢ
型事業利用のための
サービス等利用計画
案を提出。

市
町
村

市町村は就労アセス
メントを受けるため
に就労移行支援事業
所の利用が必要であ
ることを説明し、就
労移行支援事業の利
用申請をしてもら
う。

市町村は相談支援事
業所で就労アセスメ
ント実施のための
サービス等利用計画
案を作成してもらう
よう申請者に指示。

市町村は就労ア
セスメントのため
の暫定支給決定
を行う。

市町村は相談支援事
業所でＢ型事業利用
のためのサービス等
利用計画案を作成し
てもらうよう申請者
に指示。

市町村はサービ
ス等利用計画案
を参考に支給決
定を行う。

相
談
支
援

相談支援事業所
が就労移行支援
事業所と連絡を
とり、就労アセ
スメント実施の
ための調整を行
う。

相談支援事業所
は就労アセスメン
トのためのサービ
ス等利用計画案
を作成して利用者
に交付。

相談支援事業所は
就労アセスメントの
ためのサービス等
利用計画を利用者
に交付。

相談支援事業所は就
労アセスメントや通常
の調査（障害の状況
や家庭状況、利用者
の意向など）の結果を
勘案して最適なサービ
ス種別を相談・提案。

相談支援事業所
はＢ型事業利用
のためのサービス
等利用計画案を
作成して利用者に
交付。

相談支援事業所は
Ｂ型事業所のサー
ビス等利用計画を
利用者に交付。

就
労
移
行

就労移行支援事
業所が就労アセ
スメントを実
施。

就労移行支援事
業所はアセスメン
トの結果を取りま
とめて相談支援事
業所に提出。

就労移行支援事
業 の 本 利 用 開
始。

※地域の状況や利用者の事情等により就労移行支援事業所によるアセスメントを行うことが困難な場合は、例外的に障害者就業・生活支援センターが
アセスメントを行うことも可能です。

Ｂ型事業または就労移行支援事業利用までの流れの詳細 

○ 利用相談から就労移行支援事業所によるアセスメントを経て、就労継続支援Ｂ型事業または就労移行支援事業の利用開始に至るまで
の流れの詳細は、以下のようになります。 

就労アセスメント 

サービス担当者会
議はこのときまでに
実施しておいてくだ
さい。 

引き続き就労移行支援事
業を利用する場合 

サービス担当者
会議はこのとき
までに実施して
おいてください。 

Ｂ型事業を 
利用する場合 

モニタリング 


